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第４章 被災住宅の応急復旧体制の提案 

被災者の相談窓口において被災者が求める事項として、発災後の約 1年以内の期間は「信頼できる

施工業者」や「復旧工事費の見積」の相談が一番多くなっています。しかし、どこの相談窓口も同様

ですが、基本的には「個別の業者紹介」は行わないこととし、相談者へは、一般的な業者選定の方法

を伝えるにとどめています。また、「復旧工事費の見積」についても、被災住宅の損傷程度が不明の為

に建築の専門相談員も、大まかな概算費用さえ伝えることに躊躇しているのが実情となっています。

しかし、災害時には、詐欺まがいの業者も含めて様々な業者が被災者にアプローチしています。その

後のトラブルを未然に防ぐ観点からも業者選定と概算工事費の紹介は、重要な相談事項だと考えます。 

そこで、この章では、被災住宅の応急復旧体制の整備に向けた、建築士会のモデル的な取組として、

顔の見える施工業者の登録体制と共に、復旧工事の概算費用を算出する相談体制の整備を目的に、平

常時からの応急復旧工事協力会（以下、協力会とする）の設置を提案いたします。 

 

１．応急復旧体制の提案内容 

（１）活動主体  

○都道府県：危機管理部、住宅課等  

○市町村：防災担当、住宅担当等  

○建築士会：設計、施工、行政など多くの職場で働く建築士の資格者団体。  

○応急復旧工事協力会（協力会）：住宅建設関連の事業者や専門工事事業者で、｢元請機能｣を有する

事業者のうち、応急復旧活動に協力するため協力会に登録した事業者で構成します。 

 

（２）活動主体ごとの主な役割  

  平常時 災害発生時 

都道府県  

  

  

  

・ 応急復旧体制構築に係る市町村との協議  

・ 県レベルの事業者団体と市町村との仲介等  

・ 地域間応援協力体制整備に係る他の都道府県との

情報交換及び調整作業  

・ 市町村および事業者団体への支援･指導 

・ 国土交通省地方整備局建政部、および市町村との

災害情報の交換 

 

市町村  

  

  

  

・ 応急復旧体制構築に係る都道府県との協議 

・ 協力会設立に向けた建築士会との協議及び支援 

・ 住宅の応急復旧活動について｢地域防災計画｣に織

り込むことの検討  

・ 建築士会に対する相談窓口設置の要請  

・ 協力会の応急復旧活動に対する協力･支援  

・ 都道府県や協力会との災害情報の交換  

 

建築士会  

  

  

   

・ 応急復旧活動に必要な事業者･技能者確保 

・ 応急復旧工事協力会設立に向けた準備 

・ 事業者団体へ協力会参加の呼びかけ 

・ 地域会間との応援協力体制の整備 

・ 市町村の要請に基づく相談窓口の設置  

・ 被災者へ｢登録事業者リスト｣の提供  

・ 被災者へ｢復旧概算工事費｣の提供 

・ 地域会間応援協力体制の発動  

協力会  

  

  

・ 復旧活動を行う事業者として協力会に登録 

・ 復旧勉強会への出席及び復旧活動の広報等  

・ 連絡体制整備への協力  

・ 応急復旧工事の実施  

・ 復旧概算工事費算出への協力  

・ 地域会間応援協力体制の協力活動  
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（３）応急復旧体制の概要 

○災害発生時に、都道府県、市町村、建築士会、ならびに協力会の登録事業者は、相互に連携し、

下記の活動を行います。。  

①市町村は建築士会に対し、相談窓口の設置を要請する。  

②市町村の要請に基づき、建築士会は相談窓口を設置する。 

③相談窓口では、事業者の紹介を求める被災者に ｢登録事業者リスト｣を提供する。 

④相談窓口では、復旧工事費用を求める被災者に「概算の工事費」を提供する。 

⑤被災者は、｢登録事業者リスト｣や「概算の工事費」を参考に、応急復旧工事を依頼する。  

⑥登録事業者は、安心かつ迅速な応急復旧工事を実施する。  

⑦被災地域の登録事業者だけでは迅速な応急復旧が困難な場合、建築士会は、提携先協力会に応

援を求め、地域間応援協力体制を発動する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

             

                                 

                                   

                                      

                                   

 

 

 

 

⑧平常時の活動として、相談窓口の相談員を希望する建築士や応急復旧事業者リストに登録を希望 

 する事業者は、建築士会と協力会が共催する（仮）応急復旧支援員養成講座を受講する。 

 

２．応急復旧協力会の役割 

（１）協力会の必要性  

○被災住宅の応急復旧には、住宅建設を実際に手掛けている事業者や専門工事業者が必要です。  

○災害発生時に多種多様な事業者を数多く動員するためには、事業者団体が同体制に広く参加でき

る仕組みを構築することが有効です。 特に設備関係の専門工事業者は、公共施設の応急復旧工事と

の重複により、急速に人手不足になることが想定されるため、あらかじめ事業者や提携先を準備し

ておくことが望まれます。  

○ここで重要なことは、下記の３点です。  

 

協定 

被災地域市町村（相談窓口の周知） 

建築士会（相談窓口設置） 

報告 協定 相談窓口 

設置要請 

応急復旧相談員リスト 

 

応急復旧登録事業者リスト 

 

応急復旧工事協力会 

受講 受講 

派遣要請 

派遣通知 派遣通知 

登録 登録 

（仮）応急復旧支援員養成講座 登録希望事業者 登録希望建築士 

平常時の活動 

登録事業者リスト・復旧概算工事費の提示 
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①被災者が安心して工事を依頼できる登録事業者を紹介する仕組みを作る。 

②相談員を担う登録建築士、復旧工事を担う登録事業者を養成する（仮）応急復旧支援員養成講

座を、建築士会が協力会と協働で実施する。 

③相談員として活動する登録建築士や応急復旧活動する登録事業者の存在を地域住民に知っても

らう活動を平常時から行う。 こうした応急復旧協力会の枠組みは、浸水被害以外の災害にも有

効に機能すると考えられる。 

  

（２）協力会の組織体制  

○原則は、市町村単位で設立します。 市町村単位での設立が困難な場合には、複数の市町村を網羅

する協力会の設立も可能とします。  

○協力会は、登録事業者を構成員とします。登録事業者を構成員とすることが困難な場合は、市町

村内の個々の事業者や専門工事業者を直接構成員とすることも可能とします。 但し、協力会の活動

は民間主導のため、市町村が参加する場合はオブザーバーとします。  

○協力会には、できれば互選により選出された役員および事務局を置くようにします。 

 

（３）協力会設立までの流れ  

○市町村と建築士会との事前協議を経て、当面は建築士会が、各県の建設業登録をした建築事業者

の内、アンケート調査により協力会に参加の意向を示した事業者を中心に設立します。   

  ①市町村と建築士会は、協力会設立に向けて事前協議を行う。事前協議では市町村と建築士会の 

  体制構築の方法に関して、考え方や進め方を摺り合わせる。また、都道府県は県レベルの事業 

者団体と市町村との仲介等を行う。 

②建築士会は、地域の工事事業者に対して協力会設立に関するアンケート調査や説明会を開催し

協力会への参加･協力を呼びかける。   

③協力会総会を開催し、役員や事務局の設置について決定する。  

④協力会は、具体的な応急復旧活動に関する協議を市町村と建築士会と行い、相互の責務につい

ての協定を取り交わすと共に、相談窓口での登録者リストを作成する。 

   

応急復旧協力会設立の流れ

市町村 建築士会
地域の

工事事業者
復旧工事
協力会

登録事業者
リスト作成

応急復旧活動
内容の協議

④相談窓口での登録事業者リスト
被災者への提供

①協力会設置
の事前協議

①協力会設置
の事前協議

事業者の登録

③応急復旧活動内容の協議

協力会設立
総会

②アンケート調査
説明会の開催
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（４）応急復旧工事活動に協力する事業者登録  

○建築士会と協力会は、工事事業者団体を通じて応急復旧活動に協力する事業者を募集します。  

○登録できる事業者は、｢元請機能｣を有することが条件となります。 また、登録できる事業者は、

建築士会や協力会が主催する（仮）応急復旧支援員養成講座を受講することが必要です。 

○被災者が安心して事業者の選択を行えるように、｢適正かつ安心な応急復旧工事を実施できる資質

をもった事業者｣を登録する必要があります。 被災住宅の工事において、見積書や契約内容等が被

災者助成に必要な書類となる場合もあります。 

○工事事業者団体は、傘下の事業者に対し、登録事業者の役割、応募条件、登録事業者としての心

構え等を事前に説明する必要があります。  

○応急復旧活動に協力する登録事業者は、下記のような責務を負うことになります。  

①当該市町村に災害が発生したとき、積極的に地域の被災住宅の応急復旧活動を行う。  

②被災住宅に関する相談窓口業務、特に復旧概算工事費算出などに協力する。 

③他の地域で災害が発生し提携先協力会から応援協力の要請があった場合その活動に参加する。  

④平常時から、協力会･市町村と協力して、防災訓練等に参加し、地域の防災活動を行う。  

○協力会の登録事業者が災害時の住宅の応急復旧活動を積極的に実施するということを、地域住民

に認識してもらえるように ｢応急復旧に協力する事業者｣であることを告知するステッカー等を作成

し、登録事業者の事務所入口･運搬車両等に掲示します。また、平常時から、市町村等のホームペー

ジで、｢登録事業者リスト｣を公開などの、ＰＲ活動を行うことが重要です。   

 

（５）地域間応援協力体制の必要性  

○大規模災害では、事業者･技能者自身も被災者となる可能性があり、被災地域の応急復旧活動に支

障をきたすことが想定されます。  

○ 災害時に事業者･技能者不足に伴う復旧活動の停滞が生じた場合、被災地域外の事業者が被災地

域の応急復旧活動に協力して、速やかに被災住宅の応急復旧がなされる協力体制を構築する必要が

あります。  

○そのためには、相互協力の観点から、協力会どうしが提携関係を結び、地域間の応援協力が迅速

かつスムーズに実施されるように、平常時から体制を整備しておく必要があります。この地域間応

援協力体制は、浸水被害以外の災害にも有効に機能すると考えられます。 特に設備関係の専門工事

業者は、公共施設の応急復旧工事との重複により、急速に人手不足になることが想定されるため、

あらかじめ事業者や提携先を準備しておくことが望まれます。   

 

（６）地域間応援協力の概要と構築 

○地域間応援協力体制とは、局地的な人手不足等により被災地域の登録事業者だけでは迅速な応急

復旧が困難な場合に、提携協力会が中心となり被災地域の応急復旧活動を応援する体制です。 

○複数の協力会との提携により、地域間応援協力体制を構築します。なお、地域間応援協力体制に

は、次の２つのケースが考えられます。  

①登録事業者が人手不足に陥った場合、提携先協力会の構成員である事業者団体傘下の事業者･技 

能者が被災地域の登録事業者と請負契約又は雇用契約を結び応急復旧工事に協力する。  

②全ての登録事業者が新規の応急復旧工事に対応できない状況に陥った場合、提携先協力会の登 

録事業者が｢元請｣となって被災者と請負契約を結び、被災地域の応急復旧工事を行う。  
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３．応急復旧活動のフローと内容 

 

（※ボランティアセンター）

（損害保険会社等） （火災保険に加入している被災者）

プロセス 市町村 建築士会
復旧工事
協力会

被災者

地域間
応援協力

第4章(5)(6)の「地域間応援協力体制」による

相談窓口の設
置要請

窓口設置の周
知

相談窓口設置
準備開始

窓口要員の
招集

窓口設置完了

相談窓口業務
へ参加

応急復旧
相談窓口

の
設置

自社被災等の
連絡

住宅応急復旧
に関する相談

登録事業者の
選択・決定

ボランティア
の派遣要請

応急復旧
相談窓口

業務

応
急
復
旧
工
事

相談窓口との
情報交換

ボランティア
派遣要請受理

応急復旧に関
する相談対応

ボランティア
センターへ
情報提供

工事完了報告
の受理

ボランティア
の派遣

火災保険の
査定

登録事業リスト・復旧概算工事費の提供

現場調査と応
急措置

工事方針決定
と見積作成

ボランティア
の受入れ

応急復旧工事
の依頼

見積書の検討

火災保険の
査定依頼

工事代金の
受領

火災保険の
補償金受領

工事の発注工事の受注

工事請負契約
の締結

工事請負契約
の締結

住宅機能回復
工事の実施

工事完了報告
工事代金の

支払い
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※ 災害ボランティアセンターは、被災した地域の市町村社会福祉協議会などが主体となって、行政機関との連携を

密にしながら設置・運営を行う。また地域住民やボランティア、NPO、関係機関等と協働して取り組む。被災地

外から災害ボランティアセンターの運営経験者や団体等が運営に関わる場合もある。主な役割としては、被災地

でのニーズの把握、ボランティアの受け入れ、人数調整・資機材の貸出、活動の実施、報告・振り返りとなる。 

 

（１）応急復旧相談窓口の設置  

○市町村では相談窓口設置の必要性がないと判断したが、建築士会では設置した方がよいと考えて

いる場合、市町村と建築士会間でよく協議のうえ決定します。また、相談窓口を設置する際は、被

災者にとってわかりやすい場所を確保し、相互に周知活動を行うことができる場所に設置するよう

配慮します。  

①市町村のやるべきこと  

・相談窓口の設置を建築士会等に要請する。 

・具体的な被災地域や被災状況を勘案し、建築士会と設置数や設置場所の協議を行う。 

・建築士会から相談窓口業務開始の連絡を受けた後、被災者、市町村内関連部署、災害ボランテ

ィアセンター等へ相談窓口設置の周知活動を実施する。 

②建築士会のやるべきこと 

・市町村の設置要請を受けた後、市町村と設置数や設置場所の協議を行う。 

・平常時に決めておいた相談窓口担当者の候補者に招集をかける。 

・相談窓口設置に向け、下記を準備する。 

｢被災者相談シート｣（３章４．相談票 参照） 

｢復旧工事協力会登録事業者リスト｣ （４章４．応急復旧協力会資料 （２）事業者リスト） 

｢浸水被害住宅の技術対策マニュアル｣（本マニュアル） 

・窓口業務を開始し、市町村にその旨を報告する。 

 

（２）応急復旧相談窓口業務  

○被災者に｢登録事業者リスト｣を渡す際には、住宅の被災状況を聞いたうえで、どのような応急復

旧工事が必要か等について、適切にアドバイスすることが求められます。  

○登録事業者の繁忙状況等を調査したうえで、登録事業者リストに反映するよう努めますが、対応

できない事業者が発生する可能性があることを、被災者に説明することも大切です。   

○復旧概算工事費算出シート等の資料や被災地域の住宅地図等をあらかじめ用意しておきます。 

○一般ボランティアは、住宅に関して、通常下記のような活動を実施しますので、ボランティアセ

ンターから｢ボランティア派遣依頼カード｣を入手して準備しておくことが必要です。 

・進入した泥掻き  ・廃棄物の搬出と分別整理  ・濡れた畳や家具の搬出  ・清掃  

○相談に関する情報には、個人情報も含まれることから、取扱には十分注意します。  

①建築士会（被災住宅相談員）のやるべきこと  

・事業者の紹介を望む被災者に対して、｢協力会登録事業者リスト｣を提供する。  

・復旧費用の概算額を望む被災者に対して、「復旧概算工事費」を提示する。 

・相談内容を｢相談シート｣に記入し、これを保管する。  

・応急復旧以外の相談を受けた場合は、市町村関連部署や他の相談窓口等を紹介する。  

・相談件数、登録事業者の紹介実績等を日々定期的に市町村の担当部署へ報告する。  
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（３）協力会登録事業者リストの更新 

○協力会は、被災地域の登録事業者に対して、定期的に繁忙状況に関する報告を求めるようにしま

す。その報告により、自社が被災した場合や多くの物件を抱えこれ以上対応できない登録事業者は

｢登録事業者リスト｣から一時的に名前を削除します。また、自社の復旧や状況の好転により、新規

の応急復旧活動に対応できる状況となった登録事業者については、｢協力会登録事業者リスト｣に名

前を復活させます。    

○熊本県では、行政から 1か月毎の「住宅修理対応可能状況調査表」によるリスト内容の更新を実

施している。（４章４．応急復旧協力会資料（３）熊本県の被災住宅の応急修理業者紹介システム） 

① 復旧工事協力会（登録事業者）のやるべきこと  

・災害発生後速やかに、協力会に自社被災の有無を報告する。 

・自社が被災し、被災者を抱え応急復旧活動に協力できない場合、協力会にその旨を報告する。 

・自社の復旧により応急復旧活動に協力できるようになった場合、協力会にその旨を報告する。 

 

（４）市町村と建築士会、協力会の情報共有  

○市町村と建築士会、協力会は、被災地のライフライン等の復旧状況と共に、応急復旧活動の繁忙

状況や進捗状況について最新情報の交換を行います。 

①下記の最新情報について、市町村及び建築士会、協力会が最新情報を共有する。 

  ・地区別の被災状況(地図等の情報提供等)  

・警戒区域･立ち入り禁止区域の有無とその状況  

・道路･河川の復旧状況 

・電話･電気･ガス･水道等の復旧状況  

・被災者の避難所収容状況(帰宅が許された地域の情報)  

・汚水や汚泥の清掃活動･廃棄物収集･消毒活動等の状況 

・災害ボランティアの活動状況(含む過不足情報) 

 

（５）応急復旧工事の実施  

○最初に、復旧工事協力会（登録事業者）は、被災者に、氏名、住所、連絡先、被災状況、訪問可

能な日時、連絡方法を確認します。また、相談窓口の｢登録事業者リスト｣を見て連絡してきたのか

どうかを確認し、同時に「相談シート」の提示があった場合は、その内容を確認します。 

○応急復旧工事を行う前に、下記の作業を完了しておく必要がありますが、誰がその作業を担うの

か決定する必要があります。  

・進入した汚泥･雨水の排除        -- 被災者･一般ボランティア･登録事業者  

・濡れた家具･畳等の撤去と乾燥･清掃 -- 被災者･一般ボランティア･登録事業者  

・廃棄物の搬出と分別整理           -- 被災者･一般ボランティア･行政･清掃局等･登録事業者  

・消毒作業                         -- 保健所･登録事業者   

○応急復旧工事の流れは、現場調査→応急処置→工事方針→見積書提出→工事請負契約→機能回復

工事着手となります。 ただ、工事着手前にはライフラインが復旧していることが条件になります。 

○現場調査で重要なポイントは、被災箇所が台風等の風水害によって損壊したのか、老朽化によっ

て損壊していたかを判断することです。(火災保険では、後者は査定対象外になるため) 
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○現場調査では、火災保険の査定申請や公的助成の証明のために必要な現場写真を撮影行います。

なお、現場写真は、復旧部位の施工後の写真も撮影しておくとよいでしょう。 

・住宅全体の写真 → 表札等を入れて、被災者の物件であると判断できること。  

・損壊部分のアップ写真 → 角度を変えて１ヵ所当たり数カット撮影すること。   

○見積書の記載は、｢〇〇工事一式・・円｣ではなく、破損部位(工事項目)別に見積明細書を記入す

る必要があります。   

○火災保険には、｢水災｣が保証されない｢住宅火災保険｣があるので、水害等で被災した場合、被災

者がどのような種類の火災保険に加入しているかの確認が重要です。  

○登録事業者は、被災者が保険会社に対し被災の報告をする必要があることを説明し、実行しても

もらいます。見積書の送付については、登録事業者が代行できるので被災者と相談のうえ、いずれ

かが行うようにします。  

○応急復旧期間に、応急復旧工事と同時にリフォーム工事を行うことは避けるべきです。まずは地

域全体の応急復旧を一日も早く終わらせることを最優先に考え、このことは事前に被災者に説明し

了解を得ておく必要があります。 

○応急復旧工事を実施する際、契約書等の書類を作成し被災者と登録事業者間で取り交わしておく

ことは、後々のトラブルやクレームを回避する意味で大変重要です。 

○応急復旧工事が終了した場合は、速やかに見積書･請求書を発行し支払いを受けるようにします。 
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４．応急復旧協力会の参考資料 

（１）応急復旧協力会登録事業者カード（資料１） 

 

① 登録にあたってのご注意  
 応急復旧に協力可能な住宅建設関係の事業者は下記の注意事項を熟読のうえ応募してください。  
  
<登録の条件>  
 ・事業者は、｢元請機能｣を有していることが条件となります。  
 ・応急復旧に協力する登録事業者としてふさわしくない事業者は、応急復旧協力会の判断により、

登録を抹消することがあります。  
<登録事業者としての責務>  
 ・登録事業者は、被災住宅の応急復旧活動に協力する責務があります。  
 ・災害発生時、被災者から応急復旧工事を請負える事業者の紹介依頼があった場合、｢登録事業者

リスト｣が被災者に提供されます。また、登録事業者に関する情報は、平常時から地方公共団体
のホームページ等で開示されることをあらかじめご了承ください。  

 ・登録事業者は、応急復旧活動に関する勉強会や防災訓練等に参加する必要があります。また、応   
急復旧活動や防災活動を通じて、地域に貢献することが求められます。  

<その他>  
・ 登録事業者は、応急復旧活動に協力する証として、登録証やステッカー等が配布されます。目に

付き易いところに掲示してください。  
 ・地方公共団体のホームページ等で、｢登録事業者リスト｣が掲載されます。  
  

② 必要事項をご記入のうえ下記宛先までご提出ください。 (※：必ず記入してください)  

  

社名        ※  

  

  

  

本社所在地    ※  

〒  －  

  

  

ＴＥＬ        ※  

  

      －    －  

  

ＦＡＸ  ※ 

  

      －    －  

  

Ｅ－ＭＡＩＬ  

  

  

  

ＵＲＬ  

  

http://  

  

代表者氏名    ※  

  

  

  

携帯電話※ 

  

      －    －  

応急復旧対応  

責任者名      ※  

  

  

  

携帯電話※ 

  

      －    －  

  

主要業務 (○印)※  

  

 工務店 ・ 専門工事業： 屋根 ・ 板金 ・ 内装 ・ その他<      >  

◇ 提出先  

     (団体名)  

     (住所) 〒   

     (ＴＥＬ)  

     (ＦＡＸ)  
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（２）応急復旧協力会登録事業者リスト（資料２） 

 

 
 

○「登録事業者リスト｣の説明･利用方法 

  

・｢登録事業者リスト｣には、２つの用途がある。  
①相談窓口用：相談窓口において、被災者に登録事業者を紹介するためのリスト  
②応援協力用：地域間応援協力を実施する際に、被災地域の協力会に提供するためのリスト  

・したがって、上記用途別にそれぞれ登録事業者のリストを作成する必要がある。また、標題下の
四角の中に、｢相談窓口用｣、ないしは｢応援協力用｣と明記する。  

・地域事情に応じて、一覧表の構成や並び順を変更して利用されたい。 
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（３）熊本県の被災住宅の応急修理業者の紹介システム（資料３） 

熊本県では、今回の豪雨災害で浸水被害を受けた被災者の住宅修理等に係る相談に対応するた

め、県内の建築関係団体と連携し、県建築士会事務局内に電話相談窓口を開設しています。この

相談体制をさらに充実させるため、電話相談窓口において、球磨管内の施工者の住宅修理や建て

替え工事が対応可能かの調査を毎月行い、その内容とリストを相談者と共有し、電話相談者に紹

介する取組を実施していました。 

① 県から被災地の各団体への依頼文章 
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② 住宅修理・建替え工事対応可能状況を毎月調査した調査表（人吉市参考資料の一部） 
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５．応急復旧工事の概算費用 

（１）概算費用算出の必要性 

○被災直後の被災者は、被災住宅の状況に、何処から手を付けて良いのか分からず戸惑っている状況

にあります。応急復旧に向けた道筋はおろか将来に向けた展望すら描けない方が多いといえます。特

に、高齢者にあってはこうした状況は顕著であり、生活再建に関して建築士としての立場から可能な

道筋を示していくことが必要と考えられます。 

○そのための具体的な道筋の第一歩として、被災住宅の応急復旧に要する概算費用算出やアドバイス

は、被災住宅をそのまま残し「修繕」すべきか、それとも「解体」すべきか、という判断材料の大切

な要素となります。こうした判断は、最終的には被災者が判断すべきことではありますが、被災住宅

の相談員にとって応急復旧に要する費用の提示は、解体に要する費用や助成制度有無とその助成額と

共に、被災者自身が、今後の被災者のライフプランを的確に判断するための最も重要な情報提供とな

ります。 

○応急復旧に要する概算費用と共に、判断材料としての支援制度の比較を提示するに当たっては、「手

戻り」となる制度活用や、後の制度活用に不利になる事項についても、情報提供をしておくことが大

切です。そのため、制度活用の基本となる被災度区分（全壊、大規模半壊、半壊など）である罹災証

明書の発行が行われていない場合は、焦らず時間をかけて検討することを進言します。 

 

岡山県建築士会倉敷支部作成「水害に備えて」からの引用模式図 
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（２）復旧工事費用の事例（住宅生産団体連合会の手引書から引用） 

住宅生産団体連合会（住団連）は、２０２１年に「住宅における浸水対策の設計の手引き」を策定

し公開をしています。具体的には、浸水深に応じた被害状況と復旧方法の事例、復旧工事費用の事例、

建設地の浸水リスクの確認方法、設計目標の設定方法、浸水対策の検討の流れなどを盛り込んだ手引

書になっています。 

復旧工事費用の事例は、住団連の会員企業から集めた浸水被害事例１２０戸の復旧費用を、下記の

表に記載しているように、浸水深さ毎の浸水レベル記号で集計しています。本マニュアルでは、その

事例のうちの木造の５１戸についての調査内容を図版と共に引用しています。集計結果からは、浸水

が床下か床上かで、また床上の浸水深さにより復旧工事費用に大差が生じることが分かります。 

○図版の見方と注意点 

① 図版は、木造 51 戸の復旧工事費用の範囲と中央値を集計して箱ひげ図で示している。 

② 調査物件は、木造平屋及び 2 階建て、延床面積は 80～250 ㎡、建築面積は 50～150 ㎡である。 

③ 図中の斜め矢印の値は天井まで浸水した住宅を示している。 

④ 復旧工事費用については、地域の労務単価等の補正は行っていない。 

⑤ 復旧工事費用については、設備は含んでいるが、家具や家電等の家財や外構被害は含んでいない。 

⑥ 工事着工までに日数を要したり、工事期間が長引くことでの工事費以外の負担増は考慮しない。 

 

  

図１の浸水レベルに応じた復旧工事費用は、中央値

を見ると、浸水深が地盤上 0.5m以下の床下浸水（Lv1）

の場合は 20 万円。これに対して、地盤上 1.5m以下

の床上浸水（Lv2）は 740 万円、地盤上 1.5m超から

1階天井まで（Lv3）は 1580 万円、2階床以上（Lv4）

は 1700万円と、一気に跳ね上がっています。 

 

 

 図１浸水レベルに応じた復旧工事費用 

 

木質 鉄骨

Lv1 床下浸水 現況GL+0.5ｍ以下 11（4） 18（2）

Lv2 現況GL+1.5ｍ（腰窓）以下 17（1） 23

Lv3 現況GL+1.5ｍ（腰窓）～1階天井まで 17 18

Lv4 2階床以上 6 10

51 69

合計 120

※（　）内の数値は平屋の戸数を示す　　　　　　　　　　小計

調査物件数（戸）
浸水レベル 被害分類 浸水深さ

床上浸水
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図２の建築面積当たりの復旧工事費用は、床下浸水

（Lv1）においては 1万円/㎡以下ですが、床上浸水

（Lv2～Lv4）においては、12 万円/㎡～21 万円/㎡

程度となっています。物件によっては、40 万円/㎡

以上のものも見受けられます。各浸水レベルの中央

値を結んだ線も、図１と同様に浸水深が深くなるに

つれて復旧工事費用が高くなる傾向があります。 

 

 

                       

 

図３は、新築工事費用に対する復旧工事費用の割合 

として表したものです。これによると、グラフの形 

状は、図１、図２と類似していることがわかります。 

復旧工事費用は、概ね Lv1においては新築工事費用 

の 1.0%程度、Lv2においては 40%程度、Lv3におい 

ては 55%程度、Lv4においては 70%程度であること 

がわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２浸水レベルに応じた建築面積当たりの復旧工事費用 

図３浸水レベルに応じた新築費用に対する復旧工事費の割合 
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・住宅における浸水対策の設計の手引き 

（編集/著作人 一般社団法人 住宅生産団体連合会 R3.7.21 第 1 版 発行） 

https://www.judanren.or.jp/activity/committee/pdf/seino_shinsui_210726.pdf 

 

 

 

 

http://naganokai.com/wp-content/uploads/2022/10/s-cardR4.10.pdf
http://naganokai.com/wp-content/uploads/2022/11/pattern.pdf
https://www.judanren.or.jp/activity/committee/pdf/seino_shinsui_210726.pdf
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